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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
浴槽本体の側壁部の外側近傍に支柱ユニットを設置し、この支柱ユニットは支柱を有する
とともにこの支柱の上部に支持アームを設置し、この支持アームの先端に第一軸体を介し
て揺動アームを揺動可能に連設し、この揺動アームの先端に第二軸体を介して椅子部を揺
動可能の状態で吊り下げ、前記揺動アームを前記支持アームに対して揺動可能とするとと
もに前記椅子部を前記揺動アームに対して揺動することにより前記椅子部を前記浴槽本体
の内外に移動可能とし、且つ、前記支持アームと前記揺動アームとの揺動を適宜位置で弾
性的にロックする第一係止手段を設けるとともに前記揺動アームと前記椅子部との揺動を
適宜位置で弾性的にロックする第二係止手段を設けた入浴用リフト装置において、前記第
一係止手段は、前記支持アームに第一固定板を固定しこの第一固定板に第一係止穴を形成
するとともに前記揺動アームに第一係止具を設置し、前記揺動アームが前記支持アームに
対して揺動して第一係止具が前記第一係止穴の位置に達したときにこの第一係止具が第一
圧縮バネによって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、
且つ、前記第二係止手段は、前記揺動アームに第二固定板を固定しこの第二固定板に第二
係止穴を形成するとともに前記椅子部に第二係止具を設置し、前記椅子部が前記揺動アー
ムに対して揺動して第二係止具が前記第二係止穴の位置に達したときにこの第二係止具が
第二圧縮バネによって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、且つ、
　前記椅子部の上端に操作レバーを設置し、この操作レバーを操作することによって、牽
引手段を介して、前記第一係止手段の第一係止具を第一圧縮バネに抗して第一係止穴から
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解除するとともに前記第二係止手段の第二係止具を第二圧縮バネに抗して前記第二係止穴
から解除し、前記操作レバーの解除操作をＯＦＦした際には、各々独自に、第一係止具は
前記第一係止穴の位置に達したときに第一圧縮バネによって弾性的に進入するとともに前
記第二係止具は前記第二係止穴の位置に達したときに第二圧縮バネによって弾性的に進入
して係止可能状態になることを特徴とする入浴用リフト装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は入浴用リフト装置に関し、肢体不自由者や足腰の弱った老人等が入浴する場
合に使用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　また、従来における別の入浴用リフト装置としては、浴槽本体の壁部に支柱を設置し、
この支柱の上部に支持アームを設置し、この支持アームの先端に揺動アームを揺動可能に
連設し、この揺動アームの先端に椅子部を揺動可能の状態で吊り下げ、この椅子部に入浴
者を座らせ、前記揺動アームを前記支持アームに対して揺動させながら前記椅子部を前記
揺動アームに対して揺動させることにより前記入浴者を前記浴槽本体の内外に移動させる
ものも存在した（特許第３０５３１５８号）。
【０００３】
【特許文献１】特許第３０５３１５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の入浴用リフト装置にあっては、前記支持アームと揺動アームとの
連設部およびこの揺動アームと椅子部との連設部が揺動自在に設けられていたため、椅子
部の位置決めがしにくく、この結果、介護者は、入浴者を浴槽本体の内外に移動させるに
あたって手間がかかるとともに入浴作業の能率を向上させにくいという不都合を有した。
【０００５】
　この発明の課題はこれらの不都合を解消することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  前記不都合を解消するために、この発明に係る入浴用リフト装置においては、浴槽本体
の側壁部の外側近傍に支柱ユニットを設置し、この支柱ユニットは支柱を有するとともに
この支柱の上部に支持アームを設置し、この支持アームの先端に第一軸体を介して揺動ア
ームを揺動可能に連設し、この揺動アームの先端に第二軸体を介して椅子部を揺動可能の
状態で吊り下げ、前記揺動アームを前記支持アームに対して揺動可能とするとともに前記
椅子部を前記揺動アームに対して揺動することにより前記椅子部を前記浴槽本体の内外に
移動可能とし、且つ、前記支持アームと前記揺動アームとの揺動を適宜位置で弾性的にロ
ックする第一係止手段を設けるとともに前記揺動アームと前記椅子部との揺動を適宜位置
で弾性的にロックする第二係止手段を設けた入浴用リフト装置において、前記第一係止手
段は、前記支持アームに第一固定板を固定しこの第一固定板に第一係止穴を形成するとと
もに前記揺動アームに第一係止具を設置し、前記揺動アームが前記支持アームに対して揺
動して第一係止具が前記第一係止穴の位置に達したときにこの第一係止具が第一圧縮バネ
によって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、
且つ、前記第二係止手段は、前記揺動アームに第二固定板を固定しこの第二固定板に第二
係止穴を形成するとともに前記椅子部に第二係止具を設置し、前記椅子部が前記揺動アー
ムに対して揺動して第二係止具が前記第二係止穴の位置に達したときにこの第二係止具が
第二圧縮バネによって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、且つ、
　前記椅子部の上端に操作レバーを設置し、この操作レバーを操作することによって、牽
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引手段を介して、前記第一係止手段の第一係止具を第一圧縮バネに抗して第一係止穴から
解除するとともに前記第二係止手段の第二係止具を第二圧縮バネに抗して前記第二係止穴
から解除し、前記操作レバーの解除操作をＯＦＦした際には、各々独自に、第一係止具は
前記第一係止穴の位置に達したときに第一圧縮バネによって弾性的に進入するとともに前
記第二係止具は前記第二係止穴の位置に達したときに第二圧縮バネによって弾性的に進入
して係止可能状態になるようにしたものである。
【発明の効果】
【０００７】
  　この発明に係る入浴用リフト装置は上記のように構成されているため、即ち、浴槽本
体の側壁部の外側近傍に支柱ユニットを設置し、この支柱ユニットは支柱を有するととも
にこの支柱の上部に支持アームを設置し、この支持アームの先端に第一軸体を介して揺動
アームを揺動可能に連設し、この揺動アームの先端に第二軸体を介して椅子部を揺動可能
の状態で吊り下げ、前記揺動アームを前記支持アームに対して揺動可能とするとともに前
記椅子部を前記揺動アームに対して揺動することにより前記椅子部を前記浴槽本体の内外
に移動可能とし、且つ、前記支持アームと前記揺動アームとの揺動を適宜位置で弾性的に
ロックする第一係止手段を設けるとともに前記揺動アームと前記椅子部との揺動を適宜位
置で弾性的にロックする第二係止手段を設けた入浴用リフト装置において、前記第一係止
手段は、前記支持アームに第一固定板を固定しこの第一固定板に第一係止穴を形成すると
ともに前記揺動アームに第一係止具を設置し、前記揺動アームが前記支持アームに対して
揺動して第一係止具が前記第一係止穴の位置に達したときにこの第一係止具が第一圧縮バ
ネによって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、
且つ、前記第二係止手段は、前記揺動アームに第二固定板を固定しこの第二固定板に第二
係止穴を形成するとともに前記椅子部に第二係止具を設置し、前記椅子部が前記揺動アー
ムに対して揺動して第二係止具が前記第二係止穴の位置に達したときにこの第二係止具が
第二圧縮バネによって弾性的に進入して揺動をロックするものであり、且つ、
　前記椅子部の上端に操作レバーを設置し、この操作レバーを操作することによって、牽
引手段を介して、前記第一係止手段の第一係止具を第一圧縮バネに抗して第一係止穴から
解除するとともに前記第二係止手段の第二係止具を第二圧縮バネに抗して前記第二係止穴
から解除し、前記操作レバーの解除操作をＯＦＦした際には、各々独自に、第一係止具は
前記第一係止穴の位置に達したときに第一圧縮バネによって弾性的に進入するとともに前
記第二係止具は前記第二係止穴の位置に達したときに第二圧縮バネによって弾性的に進入
して係止可能状態になるようにしたため、前記揺動アームを前記支持アームに対して揺動
させることによって適宜位置で前記第一係止手段によりこの揺動をロックすることができ
るとともに前記椅子部を前記揺動アームに対して揺動させることによって適宜位置で前記
第二係止手段によりこの揺動をロックすることができる。そして、前記操作レバーの操作
によって、同時に、前記支持アームに対して前記揺動アームを揺動可能にできるとともに
前記揺動アームに対して前記椅子部を揺動可能にすることができる。また、前記操作レバ
ーの解除操作をＯＦＦにした場合には、各々独自に、前記支持アームに対する前記揺動ア
ームの揺動を係止できる状態及び前記揺動アームに対する前記椅子部の揺動を係止できる
状態にすることができる。
【０００８】
　　よって、この入浴用リフト装置を使用すれば、前記揺動アームを前記支持アームに対
して固定することができるとともに前記椅子部を前記揺動アームに対して固定することが
できるため、前記椅子部の位置決めがしやすく、介護者は、入浴者を浴槽本体の内外に移
動させやすいものである。そして、さらに、操作レバーを解除操作することによって、前
記支持アームに対して前記揺動アームを揺動可能にできるとともに前記揺動アームに対し
て前記椅子部を揺動可能にすることができるため、椅子部を、簡単な操作で、再度自在に
移動させることができる。さらに、揺動開始後は、前記操作レバーの解除操作をＯＦＦし
たとき、各々独自に、前記支持アームに対する前記揺動アームの揺動を係止できる状態及
び前記揺動アームに対する前記椅子部の揺動を再度自動的にロックできる状態にすること
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ができ、椅子部を目的に従って位置決めしやすいものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　この発明に係る入浴用リフト装置は、支持アームと揺動アームとの揺動を弾性的にロッ
クする第一係止手段を設けるとともに揺動アームと椅子部との揺動を弾性的にロックする
第二係止手段を設け、いずれか片方の係止手段を弾性に抗して解除したときに他方の係止
手段も解除され、このロックを解除した状態でこれらを揺動すると、解除操作をＯＦＦし
ても次のロック状態に至るまでこのロックの解除状態を維持できる事に最も主要な特徴を
有する。
【実施例】
【００１０】
　以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００１１】
　図１はこの発明に係る入浴用リフト装置の斜視図、図２は側面図、図３は図２における
III 矢視図、図４は図３におけるIV-IV 線断面図、図５は図４におけるＶ部拡大断面図、
図６は図５におけるVI矢視図、図７は図５におけるVII 矢視図、図８は図４におけるVIII
部拡大断面図、図９は図８におけるIX矢視図、図10は図８におけるＸ矢視図、図11は椅子
部のスライド式足受具が伸出した状態を示した図である。
【００１２】
　図１～図４において、10は浴槽本体，11はこの浴槽本体10の背面壁部（この発明の「側
壁部」に相当する）である。Ｕは支柱ユニットであり、この背面壁部11の外壁面に据えつ
けられている。この支柱ユニットＵはケーシング状に形成されている。Ｍは前記支柱ユニ
ットＵのモータであり、前記ケーシング内において、フレーム（図示せず）に固定されて
いる。Ａはアクチュエータであり、前記モータＭと一体的に構成されている。このアクチ
ュエータＡは略垂直状に位置しており、前記モータＭの回転によって進退ロッド15を進退
させる（図４を参照のこと）。
【００１３】
　次に、20は有底筒状の支柱であり、前記アクチュエータＡに、逆さ状態で進退可能に外
嵌めされている。21は底部であり、前記支柱20の上部に位置している。この底部21には軸
孔22が形成されている。この支柱20は、前記浴槽本体10の背面壁部の略中央に位置してい
る（図１，図３および図４を参照のこと）。
【００１４】
　次に、30は回転筒であり、前記支柱20の底部21に回転自在に外嵌めされている。この回
転筒30は前記支柱20における外周段部に係止されている。　
【００１５】
　23は連結ロッドであり、前記支柱20内に配置されている。この連結ロッド23の下端は前
記進退ロッド（アクチュエータＡの）15の先端に揺動可能に連結され、略垂直方向に延び
ている。24は固定ボルト部であり、前記連結ロッド23の上方に一体形成されている。この
固定ボルト部24は前記軸孔（支柱20の底部21の）22を貫通し、押さえ板25を貫通してナッ
ト止めされている。このように、前記連結ロッド23が前記軸孔（支柱20の底部21の）22に
固定されることによって、前記支柱20は前記アクチュエータＡの作動によって上下動する
ことができる。なお、前記押さえ板25は、前記回転筒30の抜け落ちを防止している。
【００１６】
　なお、この発明の支柱ユニットＵは前記モータＭ前記アクチュエータＡと前記進退ロッ
ド15と前記支柱20と前記回転筒30と前記連結ロッド23とから構成される。
【００１７】
　この支持ユニットＵは、前記ケーシングを前記浴槽本体10と一体的に形成することもで
きる。
【００１８】
　Ｂは支持アームであり、前記回転筒30の外周面に溶接によって突設されている。この支



(5) JP 4976019 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

持アームＢは略水平に延び、その先端は前記浴槽本体10の両側壁部近傍にまで達している
。31は取付孔であり、前記回転筒30の側壁部における前記支持アームＢの根幹部と反対側
に形成されている（図３を参照のこと）。この取付孔31には係止具32が圧縮バネ33によっ
て軸心方向に押された状態で設置されている。一方、26,27 は係止穴であり、前記底部（
支柱20の）21の外周面に形成されている。これらの係止穴26,27 は前記浴槽本体10の背面
壁部に沿って両側に位置している。このため、前記回転筒30が前記底部（支柱20の）21の
周囲を回動し、前記支持アームＢが前記浴槽本体10の背面壁部に沿って位置したときに（
図３の状態）、前記係止具32がこの係止穴26の位置に達し、弾性的に進入して回転筒30の
回動を不可能とする。
【００１９】
　　また、この係止具32を外方向に引っ張って係止状態を解除し、前記支持アームＢを旋
回して前記浴槽本体10の背面壁部に沿って反対側に位置させれば（図３の状態と逆状態）
、前記係止具32はこの係止穴27の位置に達し、弾性的に進入して回転筒30の回動を不可能
とする。このとき、支持アームＢの位置は図３の状態から略１８０度旋回した状態で揺動
がロックされる。
【００２０】
　なお、図１において、Ｃは前記支柱20を覆っているカバー筒であり、前記背面壁部11に
固定されている。
【００２１】
　次に、図１～図４において、Ｄは揺動アームであり、前記支持アームＢに対して揺動自
在に連結されている。この揺動アームＤは斜め下方向に延び、先端は垂直に形成され下方
を向いている。また、Ｅは椅子部であり、前記揺動アームＤに揺動自在に連結されている
。
【００２２】
　　図５～図７において、40は第一固定板（円盤状）であり、前記支持アームＢの先端下
面に溶接されている。この第一固定板40は水平に位置している。41は第一軸体であり、前
記第一固定板40を貫通した状態でこの第一固定板40に溶接固定されている。この第一軸体
41は垂直方向に延び、上端は前記支持アームＢを貫通している。50は回転筒であり、前記
第一軸体41に軸受51,51 を介して回転自在に外嵌めされている。そして、この第一軸体41
は回転筒50の底板52を貫通し、この底板52との間にスラスト軸受53がボルト止めされてい
る。このため、この回転筒50は前記第一軸体41の周囲を滑らかに回動することができる。
なお、54は回転板（円盤状）であり、前記回転筒50の上端外周縁に鍔状に溶接されている
。この回転板54の径は前記第一固定板40に略一致する。
【００２３】
　　次に、55は取付孔であり、前記回転板54の周壁部における前記揺動アームＤの根幹部
と反対側に形成されている（図５を参照のこと）。この取付孔55には第一係止具56が第一
圧縮バネ57によって係止方向に押された状態で設置されている。一方、45,46,47は第一係
止穴であり、前記第一固定板40の下面に適宜間隔を関して形成されている。そして、前記
回転筒50が前記第一軸体41の周囲を回動し、前記揺動アームＤが前記浴槽本体10の外部に
位置したときに（図３の実線の状態）、前記第一係止具56が前記第一係止穴45の位置に達
し、弾性的に進入して前記回転板54ひいては前記回転筒50の回動をロックする。　
【００２４】
　また、この第一係止具56を操作ケーブルＰを下方向に引っ張って係止状態を解除し、前
記揺動アームＤを旋回して前記浴槽本体10内に位置させれば（図３の仮想線の状態）、前
記第一係止具56は別の第一係止穴46の位置に達し、弾性的に進入して前記回転板54ひいて
は前記回転筒50の回動をロックする。このとき、揺動アームＤの位置は図３の仮想線の状
態で回動をロックされる。なお、第一係止穴47は前記揺動アームＤが前記浴槽本体10の外
側において、矢印方向に旋回して適宜位置で停止させる際に使用される。
【００２５】
　　なお、前記第一固定板40、前記第一係止孔45,46,47、前記第一係止具56及び第一圧縮
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ばね33がこの発明の「第一係止手段」に相当する。
【００２６】
　次に、図８～図１０において、60は第二固定板（円盤状）であり、前記揺動アームＤの
先端面に溶接されている。この第二固定板60は水平に位置している。61は第二軸体であり
、前記第二固定板60を貫通した状態でこの第二固定板60に溶接固定されている。この第二
軸体61は垂直状態で下方向に延びている。70は回転筒であり、前記第二軸体61に回転自在
に外嵌めされている。そして、この第二軸体61は回転筒70の底板72を貫通し、この底板72
との間にスラスト軸受73がボルト止めされている。このため、この回転筒70は前記第二軸
体61の周囲を滑らかに回動することができる。なお、74は回転板（円盤状）であり、前記
回転筒70の上端外周縁に鍔状に溶接されている。この回転板74の径は前記第二固定板60に
略一致する。
【００２７】
    次に、80は吊り具であり、前記回転筒70の両側面に溶接されている。この吊り具80は
梯子状であり斜め前方に傾斜しながら下方に延びている。そして、その下端には、椅子部
Ｅが着脱可能に掛け止めされている。81は操作具であり、前記吊り具80の背面に溶接され
ている。この操作具81はＵ字状をしており、背面側に突出している。この操作具81を把持
することによって、介護者は、椅子部Ｅの移動操作をすることができる。82はスライド式
足受であり、前記椅子部Ｅの前端縁に出入可能に設置されている。このスライド式足受82
は伸出した状態で入浴者の伸ばした足を支える（図11を参照のこと）。　
【００２８】
　なお、前記椅子部Ｅとしては、台車付きのものを使用することもできる。
【００２９】
　次に、75は取付孔であり、前記回転板74の周壁部における前記椅子部Ｅの背面側に形成
されている（図９を参照のこと）。この取付孔75には第二係止具76が第二圧縮バネ77によ
って係止方向に押された状態で設置されている。一方、65,66,67,68,69は第二係止穴であ
り、前記第二固定板60の下面に適宜間隔を介して形成されている。そして、前記回転筒70
が前記第二軸体61の周囲を回動し、前記椅子部Ｅが前記浴槽本体10内において入浴状態（
椅子部Ｅが浴槽本体10の背面壁を背にした状態）に位置したときに（図３の仮想線の状態
）、前記第二係止具76が前記第二係止穴65の位置に達し、弾性的に進入して前記回転板74
ひいては前記回転筒70の回動を不可能とする。
【００３０】
　　なお、前記第二固定板60、前記第二係止孔65,66,67,68,69、前記第二係止具76及び第
二圧縮ばね77がおよびがこの発明の「第二係止手段」に相当する。
【００３１】
    78は操作レバーであり、前記回転筒70の外側面に揺動可能に設置されている。この操
作レバー78にはブラケット79を介して前記第二係止具76の後端が繋がれている。このため
、この操作レバー78を下方向に揺動させれば前記第二係止具76の係止状態は解除される。
この状態で、前記椅子部Ｅを旋回してその向きを換えれば、前記第二係止具76は別の第二
係止穴66,67,68,69 の位置に達し、弾性的に進入して前記回転板74ひいては前記回転筒70
の回動をロックする。このとき、椅子部Ｅの位置はその正面側を１８０度旋回させること
ができるため、入浴者は椅子部Ｅに座りやすいものである。なお、前記操作レバー78は前
記第二圧縮バネ77による前記第二係止具76の進入に従って原状態（係止状態）に戻る。
【００３２】
　ところで、前記操作レバー78には、前記操作ケーブルＰの後端が掛け止めされている。
このため、前記操作レバー78を前記第二係止具（椅子部Ｅの）76が解除する方向に揺動さ
せた場合、同時に、この操作ケーブルＰが牽引され、前記第一係止具（揺動アームＤの）
56も解除される。すなわち、一の操作で、二箇所の係止箇所を解除することができるため
、介護者は操作しやすいものである。特に、この操作レバー78が介護者が常に把持してい
る操作具81の近傍に位置しているため一層便利である。
【００３３】
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　　なお、前記操作ケーブルＰは前記操作レバー78に掛け止めされているにすぎないため
、この操作レバー78が原状態に戻っても、それに従って牽引（係止方向へ）されることは
なく、前記揺動アームＤの第一係止具56が係止状態になっときに始めて牽引され原状態に
戻る（図５の状態）。このため、前記揺動アームＤに対する前記椅子部Ｅの位置決めをし
た後に、前記支持アームＢに対する前記揺動アームＤの位置決めをできるため、即ち、介
護者は前記操作レバー78の手元から揺動を固定することができるため、前記支持アームＢ
に対する前記椅子部Ｅの位置決めがしやすいものである。
【００３４】
　このリフト装置を使用する場合には、まず、係止具32を係止穴26に進入させることによ
って支持アームＢを図３の状態に固定する。そして、第一係止具56を第一係止穴45に進入
させて揺動アームＤを支持アームＢに対して図３の状態に固定し、さらに、第二係止具76
を第二係止穴65に進入させて椅子部Ｅを揺動アームＤに対して図３の状態に固定する。
【００３５】
　この状態で、図２に示すように、椅子部Ｅに入浴者を座らせ、締めつけベルト83で固定
する。その後、モータＭを駆動させて、前記椅子部Ｅが前記浴槽本体10の高さ以上になる
まで前記支柱20を上昇させる。この状態で、前記操作レバー78を下方に揺動し、前記第一
係止具56を第一係止穴45から解除し、前記第二係止具76を第二係止穴65から解除する。
【００３６】
　この解除した状態で、椅子部Ｅの操作具81を把持することによって介護者は、椅子部Ｅ
をつり下げながら浴槽本体10内に移動する。このとき、介護者は、前記椅子部Ｅの前記ス
ライド式足受82を伸出し、入浴者の脚部を載置する（図11を参照のこと）。
【００３７】
　この状態で、浴槽本体10の側壁面を越えるようにする。前記椅子部Ｅが浴槽本体10内に
移動された後、前記第二係止具76を前記第二係止穴66に弾性進入させて前記椅子部Ｅを前
記揺動アームＤに固定し、且つ、前記第一係止具56を前記第一係止穴46に弾性進入させて
前記揺動アームＤを前記支持アームＢに固定する。
【００３８】
　この状態で、前記モータＭを駆動させて、前記椅子部Ｅが前記浴槽本体10内に底部に達
するまで前記支柱20を下降させる。この状態で、入浴者は入浴できる。
【００３９】
　入浴後は、前記モータＭを駆動させて、前記椅子部Ｅが前記浴槽本体10の高さ以上にな
るまで前記支柱20を上昇させる。そして、この状態で、前記操作レバー78を下方に揺動し
、前記第一係止具56を第一係止穴46から解除し、前記第二係止具76を第二係止穴66から解
除する。
【００４０】
　　この解除した状態で、椅子部Ｅの操作具81を把持することによって介護者は、椅子部
Ｅをつり下げながら浴槽本体10外に移動する。椅子部Ｅが浴槽本体10外に移動された後、
前記第二係止具76を前記第二係止穴65に進入させて前記椅子部Ｅを前記揺動アームＤに固
定し、且つ、前記第一係止具56を前記第一係止穴45に弾性進入させて前記揺動アームＤを
前記支持アームＢに固定する。
【００４１】
　　この状態で、前記モータＭを駆動させて、前記椅子部Ｅを入浴者の足が床面に達する
まで前記支柱20を下降させる。そして、介護者は、前記椅子部Ｅの前記スライド式足受82
を押し込み、入浴者の脚部を元状態にする（図２の状態）。そして、締めつけベルト83を
解除することによって、入浴者の椅子部Ｅから離れることができる。
【００４２】
　　なお、本発明において、前記片方の係止手段を前記椅子部の前記揺動アームに対する
揺動を係止する第二係止手段とすれば、椅子部を把持しながら、操作する介護者にとって
、その近傍に操作部（解除操作の）が位置することになるため、椅子部の移動操作をしや
すいものである。
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【００４３】
　　また、この場合、前記第二係止手段のロック動作が前記第一係止手段のロック動作よ
りも優先して行われるようにすれば、前記揺動アームに対する前記椅子部の揺動をロック
した後に前記支持アームに対する前記揺動アームの揺動を維持することができるとともに
適宜位置でロックすることができるため、介護者は前記操作レバー78の手元から揺動を固
定することができる結果、前記支持アームＢに対する前記椅子部Ｅの位置決めがしやすい
ものである。
【００４４】
　なお、前記支柱ユニットを前記浴槽本体の外壁部に据えつければ、既存の浴槽本体をそ
のまま使用することができるため、その使用価値は一層向上する。
【００４５】
　なお、前記支柱ユニットを前記浴槽本体の壁部と一体的に設ければ、当該入浴用リフト
装置自体がコンパクトになり設置しやすいものである。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　この発明は、介護者にとって椅子部の位置決めがしやすいため、浴槽本体に、椅子部を
移動させる際に利用できる。　
 
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１はこの発明に係る入浴用リフト装置の斜視図である。
【図２】図２は側面図である。
【図３】図３は図２におけるIII 矢視図である。
【図４】図４は図３におけるIV-IV 線断面図である。
【図５】図５は図４におけるＶ部拡大断面図である。
【図６】図６は図５におけるVI矢視図である。
【図７】図７は図５におけるVII 矢視図である。
【図８】図８は図４におけるVIII部拡大断面図である。
【図９】図９は図８におけるIX矢視図である。
【図１０】図10は図８におけるＸ矢視図である。
【図１１】図11は椅子部のスライド式足受具が伸出した状態の図である。
【符号の説明】
【００４８】
  　　　Ａ 
…  アクチュエータ
　　　　Ｂ　…　支持アーム
　　　　Ｃ　…　カバー筒
　　　　Ｄ　…　揺動アーム
　　　　Ｅ　…　椅子部
　　　　Ｍ　…　モータ
        Ｕ　…　支柱ユニット
　　　　Ｐ　…　操作ケーブル
　　　　10  …　浴槽本体
        11  …  背面壁部（側壁部）
        15  …　進退ロッド
　     
20  …  支柱
        21  …  底部（支柱の）
　　　　22　…　軸孔
　　　　23　…　連結ロッド
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　　　　24　…　固定ボルト部
　　　　25　…　押さえ板
　　　　26　…　係止穴（支柱の）
　　　　27　…　係止穴（支柱の）
  　　　30　…　回転筒（支柱の）
　　　　31　…　取付孔
　　　　32　…　係止具（支持アームの）
　　　　33　…　圧縮バネ
　　　　40　…　第一固定板（支持アームの）（第一係止手段）
　　　　41　…　第一軸体（揺動アームの）
　　　　45　…　第一係止穴（揺動アームの）（第一係止手段）
　　　　46　…　第一係止穴（揺動アームの）（第一係止手段）
　　　　47　…　第一係止穴（揺動アームの）（第一係止手段）
　　　　50　…　回転筒（揺動アームの）
　　　　51　…　軸受
　　　　52　…　底板（回転筒50の）
　　　　53　…　スラスト軸受
　　　　54　…　回転板（回転筒50の）
　　　　55　…　取付孔（回転板54の）
　　　　56　…　第一係止具（揺動アームの）（第一係止手段）
　　　　57　…　第一圧縮バネ（第一係止手段）
　　　　60　…　第二固定板（揺動アームの）（第二係止手段）
　　　　61　…　第二軸体（椅子部の）
　　　　65　…　第二係止穴（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　66　…　第二係止穴（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　67　…　第二係止穴（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　68　…　第二係止穴（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　69　…　第二係止穴（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　70　…　回転筒（椅子部の）
　　　　72　…　底板（回転筒70の）
　　　　73　…　スラスト軸受
　　　　74　…　回転板（回転筒70の）
　　　　75　…　取付孔（回転板74の）
　　　　76　…　第二係止具（椅子部の）（第二係止手段）
　　　　77　…　第二圧縮バネ（第二係止手段）
  　　　78　…　操作レバー
　　　　79　…　ブラケット
        80  …  吊り具
        81  …　操作具
　　　　82　…　スライド式足受
　　　　83　…　締め付けベルト
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